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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

　
平成22年度第３四半期
連結累計期間

平成23年度第３四半期
連結累計期間

平成22年度

　
(自平成22年４月１日
 至平成22年12月31日)

(自平成23年４月１日
 至平成23年12月31日)

(自平成22年４月１日
 至平成23年３月31日)

経常収益 百万円 39,577 40,512 53,411

経常利益 百万円 6,906 1,281 7,563

四半期純利益 百万円 3,386 272 ―

当期純利益 百万円 ― ― 4,917

四半期包括利益 百万円 2,142 13 ―

包括利益 百万円 ― ― 1,519

純資産額 百万円 116,936 115,526 116,312

総資産額 百万円 2,471,435 2,533,595 2,462,168

１株当たり四半期純利益金額 円 29.86 2.41 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 43.35

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

円 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 4.64 4.47 4.63

　

　
平成22年度第３四半期
連結会計期間

平成23年度第３四半期
連結会計期間

　
(自平成22年10月１日
 至平成22年12月31日)

(自平成23年10月１日
 至平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額
(△は１株当たり四半期純損
失金額）

円 10.13 △14.34

(注) １  当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２  第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４  経理の状況」中、「１  四半期連

結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４  平成22年度第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定に当たり、「包括利益の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容につい

ては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当ありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行

及び連結子会社）が判断したものであります。

　

業績の状況

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)におけるわが国経済は、

サプライチェーン（供給網）復旧に伴う生産や輸出の持ち直しが原動力になり、東日本大震災後の停滞

を脱し再び浮揚し始めております。

　当行の主たる営業基盤である栃木県経済についても、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影

響を受け弱含んでおりますが、鉱工業生産や個人消費が持ち直しつつあります。

このような環境の下、当行及びグループ会社は業績の伸長と効率化に努めてまいりました結果、当第３

四半期連結累計期間における経営成績は、以下の通りとなりました。

経常収益は、役務取引等収益の増加等により前年同期比９億34百万円増加し405億12百万円となりまし

た。また経常費用については、不良債権処理費用の増加等により前年同期比65億59百万円増加し392億30

百万円となりました。

この結果、経常利益は12億81百万円、四半期純利益は２億72百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間末の資産は、貸出金の増加等により前連結会計年度比714億円増加し、２兆

5,335億円となりました。負債は、預金の増加等により前連結会計年度末比722億円増加し、２兆4,180億円

となりました。また純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末比７億円減少

の1,155億円となりました。

なお、主要勘定の状況は次の通りとなりました。

○  預金

個人預金の増加等により、預金残高は前連結会計年度末比712億円増加し２兆3,591億円となりま

した。　

○  貸出金

住宅ローンの増加等により、貸出金残高は前連結会計年度末比110億円増加し１兆6,325億円とな

りました。

○  有価証券

市場動向を注視しつつ国債及び社債を中心に運用に努めた結果、有価証券残高は前連結会計年度

末比584億円増加し6,972億円となりました。　
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①  国内・国際業務部門別収支

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は271億円、役務取引等収支は17億円、その他業務収支は

34億円となりました。

このうち、国内業務部門の資金運用収支は268億円、役務取引等収支は17億円、その他業務収支は33億

円となりました。また、国際業務部門の資金運用収支は２億円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 28,165 284 28,450

当第３四半期連結累計期間 26,887 286 27,174

  うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 30,178 341

53
30,466

当第３四半期連結累計期間 28,301 330
39

28,592

  うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 2,012 56

53
2,015

当第３四半期連結累計期間 1,413 44
39

1,417

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 1,537 14 1,552

当第３四半期連結累計期間 1,715 11 1,726

  うち役務取引等
  収益

前第３四半期連結累計期間 3,767 24 3,792

当第３四半期連結累計期間 4,001 20 4,022

  うち役務取引等
  費用

前第３四半期連結累計期間 2,230 9 2,239

当第３四半期連結累計期間 2,286 9 2,295

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 1,379 45 1,424

当第３四半期連結累計期間 3,365 41 3,406

  うちその他業務
  収益

前第３四半期連結累計期間 1,633 45 1,679

当第３四半期連結累計期間 3,761 41 3,802

  うちその他業務
  費用

前第３四半期連結累計期間 254 ― 254

当第３四半期連結累計期間 396 ― 396

(注) １  「国内業務部門」とは当行の円建取引及び連結子会社、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

２  資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息(外書き)であります。
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②  国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は40億円、役務取引等費用は22億円となりました。

このうち、国内業務部門の役務取引等収益は40億円、役務取引等費用は22億円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 3,767 24 3,792

当第３四半期連結累計期間 4,001 20 4,022

  うち預金・貸出
  業務

前第３四半期連結累計期間 1,010 ― 1,010

当第３四半期連結累計期間 1,057 ― 1,057

  うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,369 23 1,393

当第３四半期連結累計期間 1,347 20 1,367

  うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 39 ― 39

当第３四半期連結累計期間 72 ― 72

  うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 814 ― 814

当第３四半期連結累計期間 975 ― 975

  うち保護預り・
  貸金庫業務

前第３四半期連結累計期間 17 ― 17

当第３四半期連結累計期間 16 ― 16

  うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 20 0 21

当第３四半期連結累計期間 16 0 17

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 2,230 9 2,239

当第３四半期連結累計期間 2,286 9 2,295

  うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 257 9 266

当第３四半期連結累計期間 257 9 266

(注)  「国内業務部門」とは当行の円建取引及び連結子会社、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引であります。た

だし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
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③  国内・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,312,350 5,194 2,317,545

当第３四半期連結会計期間 2,353,190 5,984 2,359,175

  うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,069,814 ― 1,069,814

当第３四半期連結会計期間 1,139,596 ― 1,139,596

  うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,236,931 ― 1,236,931

当第３四半期連結会計期間 1,206,385 ― 1,206,385

  うちその他
前第３四半期連結会計期間 5,604 5,194 10,799

当第３四半期連結会計期間 7,208 5,984 13,193

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 4,119 ― 4,119

当第３四半期連結会計期間 26,825 ― 26,825

総合計
前第３四半期連結会計期間 2,316,469 5,194 2,321,664

当第３四半期連結会計期間 2,380,016 5,984 2,386,001

(注) １  流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２  定期性預金＝定期預金＋定期積金

３  「国内業務部門」とは当行の円建取引、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引であります。ただし、円建対

非居住者取引は国際業務部門に含めております。
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④  国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○  業種別貸出状況(残高・構成比)

　

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,597,840100.00 1,632,502100.00

  製造業 159,974 10.01 156,993 9.62

  農業，林業 6,358 0.40 6,996 0.43

  漁業 71 0.00 83 0.00

  鉱業，採石業，砂利採取業 2,997 0.19 2,942 0.18

  建設業 81,071 5.07 80,906 4.96

  電気・ガス・熱供給・水道業 7,382 0.46 5,103 0.31

  情報通信業 5,349 0.34 4,245 0.26

  運輸業，郵便業 54,310 3.40 57,063 3.50

  卸売業，小売業 164,113 10.27 158,688 9.72

  金融業，保険業 69,133 4.33 74,265 4.55

  不動産業，物品賃貸業 300,785 18.83 298,840 18.31

  各種サービス業 165,287 10.34 175,402 10.74

  地方公共団体 114,446 7.16 126,244 7.73

  その他 466,557 29.20 484,727 29.69

海外及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

  政府等 ― ― ― ―

  金融機関 ― ― ― ―

  その他 ― ― ― ―

合計 1,597,840― 1,632,502―

(注)  「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 212,000,000

計 212,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月３日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 114,108,000同左
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 114,108,000同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当ありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 ― 114,108 ― 27,408,527 ― 26,150,568

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 687,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

112,111,000
112,111 ―

単元未満株式
普通株式

1,310,000
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 114,108,000― ―

総株主の議決権 ― 112,111 ―

(注) １  上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が12千株含まれており

ます。

    また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が12個含まれております。

２  上記の「単元未満株式」の欄の普通株式には当行所有の自己株式672株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社栃木銀行

栃木県宇都宮市
西２丁目１番18号

687,000 ― 687,000 0.60

計 ― 687,000 ― 687,000 0.60

(注)  株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、

「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

２  当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(自平成23年10月１

日 至平成23年12月31日)及び第３四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年12月31日)に係る

四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

現金預け金 130,097 117,322

コールローン及び買入手形 4,822 5,125

商品有価証券 156 183

金銭の信託 8,360 7,296

有価証券 638,793 697,200

貸出金 ※1
 1,621,460

※1
 1,632,502

外国為替 1,083 1,070

その他資産 15,585 37,115

有形固定資産 24,197 23,548

無形固定資産 3,405 2,852

繰延税金資産 24,444 23,270

支払承諾見返 6,733 6,292

貸倒引当金 △16,973 △20,185

資産の部合計 2,462,168 2,533,595

負債の部

預金 2,287,937 2,359,175

譲渡性預金 19,639 26,825

借用金 3,609 4,826

外国為替 60 9

その他負債 13,722 7,717

賞与引当金 1,022 250

役員賞与引当金 29 14

退職給付引当金 10,589 10,616

役員退職慰労引当金 431 417

睡眠預金払戻損失引当金 200 216

偶発損失引当金 176 235

再評価に係る繰延税金負債 1,701 1,470

支払承諾 6,733 6,292

負債の部合計 2,345,855 2,418,069

純資産の部

資本金 27,408 27,408

資本剰余金 26,150 26,150

利益剰余金 65,896 65,403

自己株式 △445 △447

株主資本合計 119,009 118,514

その他有価証券評価差額金 △3,783 △4,137

土地再評価差額金 △1,189 △1,006

その他の包括利益累計額合計 △4,972 △5,143

少数株主持分 2,276 2,155

純資産の部合計 116,312 115,526

負債及び純資産の部合計 2,462,168 2,533,595
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

経常収益 39,577 40,512

資金運用収益 30,466 28,592

（うち貸出金利息） 24,714 23,539

（うち有価証券利息配当金） 5,696 4,977

役務取引等収益 3,792 4,022

その他業務収益 1,679 3,802

その他経常収益 3,639 ※1
 4,095

経常費用 32,671 39,230

資金調達費用 2,015 1,417

（うち預金利息） 1,959 1,336

役務取引等費用 2,239 2,295

その他業務費用 254 396

営業経費 21,165 21,090

その他経常費用 ※2
 6,995

※2
 14,030

経常利益 6,906 1,281

特別利益 854 13

固定資産処分益 12 10

償却債権取立益 841 －

その他 0 3

特別損失 122 70

固定資産処分損 46 64

その他 76 5

税金等調整前四半期純利益 7,638 1,224

法人税、住民税及び事業税 191 219

法人税等調整額 3,704 849

法人税等合計 3,895 1,069

少数株主損益調整前四半期純利益 3,743 155

少数株主利益又は少数株主損失（△） 356 △117

四半期純利益 3,386 272
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,743 155

その他の包括利益 △1,600 △142

その他有価証券評価差額金 △1,600 △354

土地再評価差額金 － 211

四半期包括利益 2,142 13

親会社株主に係る四半期包括利益 1,786 130

少数株主に係る四半期包括利益 356 △117

EDINET提出書類

株式会社　栃木銀行(E03639)

四半期報告書

13/18



【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日)を適用しております。

なお、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)に基づき、当第３四

半期連結累計期間の「償却債権取立益」は、「その他経常収益」に計上しておりますが、前第３四半期連結累計期

間については遡及処理を行っておりません。

(法人税率の変更等による影響)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法

律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から

法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.5％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成

26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.8％に、平成27年４月１日に

開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.4％となります。この税率変更により、繰

延税金資産は2,031百万円、その他有価証券評価差額金が324百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が1,706百万

円増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の

100分の80相当額が控除限度額とされることに伴う影響はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 2,374百万円

延滞債権額 31,265百万円

３ヵ月以上延滞債権額 141百万円

貸出条件緩和債権額 5,109百万円

破綻先債権額 1,156百万円

延滞債権額 35,947百万円

３ヵ月以上延滞債権額 49百万円

貸出条件緩和債権額 3,933百万円

      なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

      なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

――― ※１　その他経常収益には、償却債権取立益1,106百万円

を含んでおります。

※２　その他経常費用には、貸出金償却1,496百万円、貸倒

引当金繰入額340百万円及び株式等償却2,975百万円

を含んでおります。

※２　その他経常費用には、貸出金償却2,135百万円、貸倒

引当金繰入額4,137百万円、株式等売却損　　 2,711百

万円及び株式等償却3,082百万円を含んでおります。

　

EDINET提出書類

株式会社　栃木銀行(E03639)

四半期報告書

14/18



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

　

減価償却費 1,782百万円

　

減価償却費 1,763百万円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

１  配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 397 3.5平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年11月10日
取締役会

普通株式 397 3.5平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当ありません。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年12月31日)

１  配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 396 3.5平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月10日
取締役会

普通株式 396 3.5平成23年９月30日 平成23年12月９日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当ありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年12月31日)

当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

　 　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 29.86 2.41

 (算定上の基礎) 　 　

  四半期純利益 百万円 3,386 272

  普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

  普通株式に係る四半期純利益 百万円 3,386 272

  普通株式の期中平均株式数 千株 113,440 113,424

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当ありません。

　

２ 【その他】

中間配当

平成23年11月10日開催の取締役会において、第109期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額 396百万円

１株当たりの中間配当金 3円50銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成24年２月１日

株式会社   栃   木   銀   行

取     締     役     会  御中

　

 

有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ　
　

指定有限責任社員
業務執行社員 　公認会計士    三    澤    幸 之 助    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員 　公認会計士    弥    永    め ぐ み    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社栃木銀行の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連

結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栃木銀行及び連結子会社の平成23年

12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

 
 

※１  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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